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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
少なくとも樹脂、溶剤、塩素化銅フタロシアニン顔料、および黄色顔料を含有するカラー
フィルター用緑色着色剤組成物であって、該塩素化銅フタロシアニン顔料の塩素化銅フタ
ロシアニン１分子あたりの平均塩素原子導入数が１５．７～１６．０個であり、さらに銅
フタロシアニン顔料にスルホン酸基が導入された顔料誘導体を含有し、該顔料誘導体１分
子あたりの平均スルホン酸基導入数が１．９～２．４個であり、かつ黄色顔料としてＰＹ
１３８およびＰＹ１８５を含有することを特徴とするカラーフィルター用緑色着色剤組成
物。
【請求項２】
塩素化銅フタロシアニン顔料と黄色顔料の重量混合比が、９０：１０～５０：５０である
ことを特徴とする請求項１記載のカラーフィルター用緑色着色剤組成物。
【請求項３】
任意の色数で各色別に所望のパターン状に設けられた着色膜からなる画素を有するカラ－
フィルターにおいて、該着色膜が請求項１または２のいずれかに記載のカラーフィルター
用緑色着色剤組成物により形成されることを特徴とするカラーフィルター。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、液晶ディスプレイに使用する、カラーフィルター用緑色着色剤組成物、およ
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びカラーフィルターに関する。
【背景技術】
【０００２】
　液晶ディスプレイは軽量、薄型、低消費電力等の特性を活かし、ノートパソコン、携帯
情報端末、デジタルカメラ、デスクトップモニタ等様々な用途で使用されており、既存の
陰極線管（ＣＲＴ）テレビ同等の色再現範囲を有する液晶ディスプレイが開発されてきて
いる。色再現範囲とは、ＸＹＺ表色系色度図における赤（Ｒ）、緑（Ｇ）、青（Ｂ）の各
色度座標を結んでなる三角形のＮＴＳＣ（ＮａｔｉｏｎａｌＴｅｌｅｖｉｓｉｏｎ Ｓｙ
ｓｔｅｍ Ｃｏｍｍｉｔｔｅｅ）規格に対する面積比で表される。ＣＲＴの色再現範囲は
ＮＴＳＣ規格比約７２％であり、ＲＧＢ各色のＸＹＺ表色系色度図における色度座標（ｘ
、ｙ）は、それぞれＲ（０．６４０，０．３３０）、Ｇ（０．２９０，０．６００）、Ｂ
（０．１５０，０．０８０）である。
【０００３】
　特に最近では、液晶ディスプレイには、従来のＣＲＴテレビには表現できなかった真紅
のバラの鮮やかな色や、南国の海の美しい緑色などを忠実に再現するため、ＮＴＳＣ規格
比を１００％に近づけることが強く要求されてきている。ＮＴＳＣ規格比１００％は、Ｒ
ＧＢ各色のＸＹＺ表色系色度図における色度座標（ｘ、ｙ）がそれぞれＲ（０．６７０，
０．３３０）、Ｇ（０．２１０，０．７１０）、Ｂ（０．１５０，０．０６０）である。
【０００４】
　現在広く普及している薄膜トランジスター（ＴＦＴ）カラー液晶ディスプレイは、カラ
ーフィルターが形成された透明ガラス基板とＴＦＴが形成された透明ガラス基板の間に液
晶を封入したパネルと、バックライトと称される光源から構成される。バックライトから
発する光が液晶パネルを通る際、その透過率を液晶への印加電圧により制御することによ
って、画像が表示される。表示品位の高い、すなわち明るく、色再現範囲の広い画像を得
るために、カラーフィルターの各画素で用いられる顔料はバックライトの光線透過特性に
合うよう選択され、また２種類以上の顔料を一定の割合で調色されて用いられることが多
い。通常カラーフィルターのＧ画素は、緑色、オレンジ色、黄色の顔料２種類以上を選び
、調色して用いられており、緑色顔料としては、高臭素化銅フタロシアニン、高塩素化銅
フタロシアニン、高臭素化亜鉛フタロシアニン等が使用されている。特にカラーフィルタ
ーＧ画素の場合、色度座標をＧ（０．２１０，０．７１０）に近づけ、高色純度化するた
めには、色度座標（ｘ、ｙ）のｙを増大させることが必要である。
【０００５】
　特許文献１では、高臭素化銅フタロシアニン顔料としてピグメントグリーン（ＰＧ）３
６、およびキノフタロン顔料としてＰＹ１３８を含有する緑色着色剤組成物を用いること
で、ｙ＝０．５９でコントラストが１０００程度のカラーフィルターが得られている。し
かし、特許文献１ではＧ顔料としてＰＧ３６を使用しているために、カラーフィルターを
薄膜で高色純度化できないという問題がある。
【０００６】
　また、特許文献２では、高臭素化銅フタロシアニン顔料としてＰＧ３６、高塩素化銅フ
タロシアニン顔料としてＰＧ７、イソインドリン顔料としてＰＹ１８５、およびキノフタ
ロン顔料としてＰＹ１３８を含有する緑色着色剤組成物を用いることで、カラーフィルタ
ーの色純度を向上させている（膜厚１．０で、ｙ＝０．６０）。しかしながら、特許文献
２では、ＰＧ７の塩素化銅フタロシアニン１分子あたりの塩素原子の平均導入数が少ない
ために（１５．１個以下であると推定）、カラーフィルターを薄膜で高色純度化できない
という課題がある。
【０００７】
　さらに、塩素化銅フタロシアニン顔料の塩素原子の導入数を変化させる技術がある（特
許文献３～６）。特許文献３では、４塩化チタン、および塩化アルミニウムを用いること
で、銅フタロシアニンの塩素化を行っており、塩素化銅フタロシアニン１分子あたりの塩
素原子の平均導入数が８．６～１５．４個の塩素化銅フタロシアニンが得られている。し
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かし、１分子あたりの平均塩素原子導入数がそれほど多くないために、この塩素化銅フタ
ロシアニンを用いてカラーフィルターを形成させたとしても、薄膜で高色純度化できない
という問題がある。特許文献６には、塩素化金属フタロシアニンを水性エマルジョンで洗
浄することによって、ヘキサクロロベンゼンの含有量が少ない塩素化金属フタロシアニン
顔料の製造方法が記載されている。この方法では、塩素化銅フタロシアニン１分子あたり
の塩素原子の導入数は１６個となっているものの、黄色顔料を含有してないためにカラー
フィルターを形成させたとしても、薄膜で高色純度化できないという問題がある。
【０００８】
　一方、特許文献６では、臭素化亜鉛フタロシアニン、ＰＹ８３を含有する緑色着色剤組
成物を用いることによって、カラーフィルターの高透過率と高色純度を両立している。こ
の方法では、バックライトにＣ光源よりも高色純度化に有利なＦ１０光源を使用している
ためｙ＝０．６９３まで高色純度化しているが、それでも膜厚は２．５μｍと厚くなって
おり、この方法でも薄膜で高色純度化できていない。
【特許文献１】特開２００３－３０７３
【特許文献２】特開２００７－１１２９１９
【特許文献３】特開Ｈ１－２７９９７５
【特許文献４】特開Ｈ９－６８６０７
【特許文献５】特開Ｈ２－３０５８６２
【特許文献６】特開２００７－３３２３０２
【特許文献７】特開２００４－７０３４２
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明は、薄膜で超高色純度、高輝度となるカラーフィルターを提供することを目的と
する。さらに、薄膜で超高色純度、高輝度、かつ高コントラスト比となるカラーフィルタ
ーを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
１．少なくとも樹脂、溶剤、塩素化銅フタロシアニン顔料、および黄色顔料を含有するカ
ラーフィルター用緑色着色剤組成物であって、該塩素化銅フタロシアニン顔料の塩素化銅
フタロシアニン１分子あたりの平均塩素原子導入数が１５．１～１６．０個であり、かつ
黄色顔料としてＰＹ１３８およびＰＹ１８５を含有することを特徴とするカラーフィルタ
ー用緑色着色剤組成物。
２．さらに銅フタロシアニン顔料にスルホン酸基が導入された顔料誘導体を含有し、該顔
料誘導体１分子あたりの平均スルホン酸基導入数が１．９～２．４個であることを特徴と
する１項記載のカラーフィルター用緑色着色剤組成物。
３．塩素化銅フタロシアニン顔料と黄色顔料の重量混合比が、９０：１０～５０：５０で
あることを特徴とする１項または２項記載のカラーフィルター用緑色着色剤組成物。
４．任意の色数で各色別に所望のパターン状に設けられた着色膜からなる画素を有するカ
ラ－フィルターにおいて、該着色膜が１～３項のいずれかに記載のカラーフィルター用緑
色着色剤組成物により形成されることを特徴とするカラーフィルター。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明のカラーフィルター用緑色着色剤組成物は、銅フタロシアニン１分子あたりの塩
素原子の平均導入数が１５．１～１６．０個である塩素化銅フタロシアニン顔料と黄色顔
料を含有する。そのため、本発明のカラーフィルターは薄膜で超高色純度、かつ高輝度と
なる。さらに、本発明のカラーフィルター用緑色着色剤組成物は、好ましくは１分子あた
りの平均スルホン導入数が１．９～２．４である顔料誘導体を含有する。そのため、本発
明のカラーフィルターは、薄膜で超高色純度、高輝度、かつ高コントラスト比となる。よ
って、本発明のカラーフィルターを用いてなる液晶ディスプレイは色再現範囲が十分に広
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く、視認性に優れる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　本発明は、少なくとも樹脂、溶剤、塩素化銅フタロシアニン顔料を含有するカラーフィ
ルター用緑色着色剤組成物であって、該塩素化銅フタロシアニン顔料の銅フタロシアニン
１分子あたりの平均塩素原子導入数が１５．１～１６．０個であり、かつ黄色顔料を含有
することが必要である。また、銅フタロシアニン１分子あたりの平均塩素原子導入数は好
ましくは１５．５～１６．０個、さらに好ましくは１５．７～１６．０個であることが望
まれる。
【００１３】
　通常、塩素化銅フタロシアニン１分子あたりの塩素原子導入数は１～１６個であり、塩
素原子導入数が１個の銅フタロシアニン分子の集合体からなる顔料はＰＢ１５：１、塩素
原子導入数が４～８個の銅フタロシアニン分子の集合体からなる顔料はＰＧ３７、塩素原
子導入数が１２～１６個の銅フタロシアニン分子の集合体からなる顔料はＰＧ７とされて
いる。従来、銅フタロシアニン１分子あたりの塩素原子導入数が１２～１６個であるＰＧ
７は、平均塩素原子導入数が１５．１個より小さくなるため、これを用いてなるカラーフ
ィルターは、薄膜で高色純度化できないという問題があった。これに対し本発明は、塩素
化銅フタロシアニン１分子あたりの平均塩素原子導入数を１５．１～１６．０個とし、か
つ黄色顔料を含有させた場合にカラーフィルターを薄膜で高色純度化でき、さらに１５．
５～１６．０個以上とした場合に薄膜での高色純度化の効果が顕著であることを見出した
ものである。
【００１４】
　本発明で用いる塩素化銅フタロシアニン顔料は、例えば銅フタロシアニン顔料を塩化ナ
トリウムおよび塩化アルミニウムとともに加熱し溶融させ、その溶融物に塩素ガスを投入
することによって、合成することができる。また、その合成条件を以下のようにして適切
に制御することによって、銅フタロシアニン１分子あたりの塩素原子の平均導入数を１５
．１～１６．０個とすることができる。
【００１５】
　本発明で用いる塩素化銅フタロシアニン顔料の合成する際、原料である銅フタロシアニ
ン顔料、塩化ナトリウム、および塩化アルミニウムの重量混合比は、好ましくは銅フタロ
シアニン：塩化ナトリウム：塩化アルミニウム＝１：１：１～１：２０：２０である。混
合比が１：１：１より小さいと銅フタロシアニン顔料を溶融させることができずに塩素原
子の導入数が１５．１より小さくなる場合があり、混合比が１：２０：２０より大きいと
生産効率が低下する。
【００１６】
　また、塩素ガスを投入し、塩素化反応を行う温度は、好ましくは１５０～２００℃であ
ることが望まれる。塩素化反応温度が高すぎても低すぎても、１分子あたりの塩素原子の
導入数を１５．１～１６．０個とすることが困難となる。
【００１７】
　さらに、塩素ガスを投入し、塩素化反応を行う時間は、好ましくは１～５０時間、より
好ましくは５～２５時間である。塩素化反応時間が１時間より短いと１分子あたりの塩素
原子の導入数を１５．１～１６．０個とすることが困難となる。
【００１８】
　なお、本発明で用いる塩素化銅フタロシアニン顔料において、塩素化銅フタロシアニン
１分子あたりの塩素原子以外の置換基の平均導入数は、０．９～０個となる。その置換基
としては、例えば臭素原子、水素原子、水酸基、ニトロ基、アミノ基、シアノ基、アルキ
ル基、環状アルキル基、アルコキシ基、環状アルコキシ基、アルコキシアルキル基、アル
キルチオ基、環状アルキルチオ基、アルケニル基、環状アルケニル基、アルケニルオキシ
基、アルキルアミノ基、アルキルカルボニル基、アルコキシカルボニル基、アルキルカル
ボニルオキシ基、アルキルアミノカルボニル基、フルオロアルキル基、フルオロアルコキ
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シ基、フルオロアルキルチオ基、カルボキシル基、ホルミル基、スルホン酸基、アルキル
スルホニル基、アルキルアミノスルホニル基、アルキルアミノスルホン酸塩基、クロロス
ルホン基、カルバミド基、スルホンアミド基、アリール基、アリールオキシ基、アリール
チオ基、脂肪族複素環基又は芳香族複素環基などがあげられる。
【００１９】
　上記のようにして得られた１分子あたりの塩素原子の導入数が１５．１～１６．０個で
ある塩素化銅フタロシアニン顔料をカラーフィルターに用いるためには、塩素化銅フタロ
シアニン顔料を微細化することが望まれる。すなわち、例えばソルトミリングによって塩
素化銅フタロシアニン顔料を一次粒径が５０ｎｍ以下、好ましくは３０ｎｍ以下になるま
で微細化することによって、これを用いてなるカラーフィルターのコントラスト比を高く
することができる。ソルトミリングは、塩素化銅フタロシアニン顔料、水溶性無機塩、お
よび無機塩を溶解しない有機溶媒をニーダーやミックスマフラーなどの装置に投入し混練
した後、この混合物を水中に投入し、このスラリーを濾過、水洗して無機塩を除去するこ
とにより行われる。
【００２０】
　本発明の緑色着色剤組成物は、上記のようにして得られた塩素原子の平均導入数が１５
．１～１６．０である塩素銅フタロシアニン顔料を溶媒と共に分散機により分散し緑色顔
料分散液を製造した後、その緑色顔料分散液に樹脂や種々の添加剤を加えることによって
製造される。すなわち、塩素化銅フタロシアニン顔料は、粉体の状態で一次粒子が凝集し
た二次粒子の状態（二粒粒子径は、通常１～５０μｍ）であるため、溶媒および必要によ
り樹脂等を添加した後、分散機を用いて塩素化銅フタロシアニン顔料の二次粒子に剪断応
力を印加し、一次粒子または小数の一次粒子の集合体の粒子に微細化することが必要であ
る。
【００２１】
　溶媒中で顔料の粗大粒子に剪断応力を印加するための分散機としては、サンドミル、ボ
ールミル、ビーズミル、３本ロールミル、アトライターなどが用いられ、特に分散効率に
優れるためビーズミルを用いることが好ましい。分散ビーズの例としては、ジルコニアビ
ーズ、アルミナビーズ、ガラスビーズなどが挙げられ、効率よく微細化するためには、特
にジルコニアビーズを使用することが好ましい。分散条件としては、ジルコニアビーズの
ビーズ径、分散機の周速などを適切に制御することで剪断応力を適当な大きさに調整でき
、かつ、顔料の粗大粒子を効率よく微細化することができる。分散で用いるジルコニアビ
ーズのビーズ径は、好ましくは０．０１～０．３ｍｍφの範囲にある。ビーズ径が０．３
ｍｍφより大きいと、顔料に印加される剪断応力が大きすぎるために、顔料分散液の分散
安定性が低下する場合があり、一方、ジルコニアビーズの直径が０．０１ｍｍφより小さ
いと、顔料分散液中からジルコニアビーズを除去することが困難となる場合がある。
【００２２】
　本発明では、塩素原子の導入数が１５．１～１６．０個である塩素化銅フタロシアニン
顔料とともに、銅フタロシアニン顔料にスルホン酸基が導入された顔料誘導体を添加する
ことによって、スルホン酸基が導入された顔料誘導体は顔料に分子間力により強く結合し
、顔料微粒子表面を負帯電させ、静電反発により分散させた粒子の状態を安定に保つこと
ができる。これによって、本発明のカラーフィルター用緑色着色剤組成物中の顔料粒子は
、分散させた状態で粒子が再凝集することなく安定であるため、コントラスト比が高いカ
ラーフィルターを得ることができる。さらに、本発明で用いる顔料誘導体の１分子あたり
の平均スルホン酸基導入数は、１．９～２．４個が好ましく、より好ましくは２．０～２
．３である。顔料誘導体の平均スルホン酸基導入数が１．９個より小さいと、顔料粒子表
面の負帯電が小さくなり静電反発力が小さくなり、顔料粒子の分散状態が不安定となり、
カラーフィルターのコントラスト比が低下する可能性が高い。一方、顔料誘導体１分子あ
たいの平均スルホン酸基導入数が２．４個より多いと、顔料誘導体の溶剤への溶解性が高
すぎて、顔料誘導体が顔料に吸着せずに顔料粒子の分散状態が不安定となり、カラーフィ
ルターのコントラスト比が低下する可能性が高い。顔料誘導体を添加する場合の塩素化銅
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フタロシアニン顔料、および顔料誘導体の重量混合比は好ましくは、塩素化銅フタロシア
ニン：顔料誘導体＝９９．５：０．５～８０：２０、より好ましくは、塩素化銅フタロシ
アニン：顔料誘導体＝９９：１～９０：１０である。顔料誘導体の量が少なすぎると、顔
料の分散状態を安定化することが困難となり、多すぎると色相が好ましくないほど変化す
る場合がある。
【００２３】
　本発明で用いる緑色顔料分散液には、高分子分散剤を添加することもできる。高分子分
散剤の添加により、分散安定性の更なる向上が期待できる。高分子分散剤の添加は、本発
明の顔料分散液、着色剤組成物がアクリル樹脂系であるときに特に有効である。使用でき
る高分子分散剤としては、塩基性基をその構造中に有するものが好ましく、市販品として
は、例えば、“ソルスパース”（アビシア社製）、“ＥＦＫＡ”（エフカ社製）、”アジ
スパー”（味の素ファインテクノ社製）、“ＢＹＫ”（ビックケミー社製）等を好ましく
用いることができる。“ソルスパース”２４０００、“ＥＦＫＡ”４３００、４３３０、
４３４０、“アジスパー”ＰＢ８２１、ＰＢ８２２、“ＢＹＫ”１６１～１６３、２００
０、２００１を用いた場合に分散安定化効果が高くなるため好ましい。本発明で用いられ
る高分子分散剤の添加量としては、特に限定されるわけではないが、好ましくは顔料１０
０重量部に対して２～１００重量部であり、より好ましくは１０～５０重量部である。高
分子分散剤の添加量が２重量部より少ないと良好な顔料分散安定性が得られず、１００重
量部より多いと現像性が不良となる場合がある。
【００２４】
　本発明は、塩素原子の平均導入数が１５．１～１６．０個である塩素化銅フタロシアニ
ン顔料を、黄色顔料で調色することによって、カラーファイルターを超高色純度化できる
ことを見出したものである。
【００２５】
　黄色顔料の例としては、ＰＹ１２、１３、１７、２０、２４、８３、８６、９３、９５
、１０９、１１０、１１７、１２５、１２９、１３７、１３８、１３９、１４７、１４８
、１５０、１５４、１６６、１６８、１８５などが挙げられる。なかでも、薄膜で高色純
度、高輝度、高コントラストとなるカラーフィルターを得るためには、塩素原子の平均導
入数が１５．１～１６．０個である塩素化銅フタロシアニン顔料を、ＰＹ１３８およびＰ
Ｙ１８５で調色することが好ましい。ＰＹ１３８およびＰＹ１８５を添加することにより
、カラーフィルターの透過スペクトルの４００～４７０ｎｍの透過率を選択的に低下させ
ることができるため、透過スペクトルがシャープになり色純度は極めて高くなる。一方、
ＰＹ１３８およびＰＹ１８５を添加しても、４７０～５５０ｎｍの透過率は低下しないた
め、輝度も高くなる。よって、薄膜で超高色純度化と高輝度化を両立することができる。
塩素化銅フタロシアニン顔料、黄色顔料の重量混合比は、塩素化銅フタロシアニン：黄色
顔料＝９０：１０～５０：５０が好ましく、より好ましくは塩素化銅フタロシアニン：黄
色顔料＝８０：２０～５５：４５である。塩素化銅フタロシアニンの含有量が９０重量％
より多いと、カラーフィルターの色度が青みになりすぎる場合があり、塩素化銅フタロシ
アニンの含有量が５０重量％より少ないと、カラーフィルターの色度が黄みになりすぎる
場合がある。本発明では、塩素化銅フタロシアニン：黄色顔料＝８０：２０～５５：４５
とした場合に、カラーフィルターを薄膜で超高色純度と高輝度を両立できるため好ましい
。なお、ＰＹ１３８の含有量が３０重量％より多いとカラーフィルターの色純度が低下す
る可能性が高くなり、ＰＹ１８５の含有量が１５重量％より多いとカラーフィルターのコ
ントラスト比が低下する可能性が高くなる。
【００２６】
　本発明の緑色着色剤組成物に用いられる樹脂としては、特に限定はなく、通常、カラー
フィルターに使用している樹脂、すなわちアクリル系、エポキシ系、あるいはポリアミッ
ク酸等の樹脂を好ましく用いることができる。使用する樹脂によって、非感光性、あるい
は感光性とすることができ、カラーフィルター製造プロセスに応じて適宜選択することが
できる。
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【００２７】
　以下、非感光性緑色着色剤組成物に用いる樹脂の代表的な例としてポリアミック酸を、
また感光性緑色着色剤組成物に用いる樹脂の代表的な例としてアクリル系樹脂を用いた場
合について説明する。
【００２８】
　ポリアミック酸は、テトラカルボン酸二無水物とジアミンを反応させることにより得る
ことができる。本発明におけるポリアミック酸の合成には、テトラカルボン酸二無水物と
して、たとえば、脂肪族系または脂環式系のものを用いることができ、その具体的な例と
して、１，２，３，４－シクロブタンテトラカルボン酸二無水物、１，２，３，４－シク
ロペンタンテトラカルボン酸二無水物、１，２，３，５－シクロペンタンテトラカルボン
酸二無水物、１，２，４，５－ビシクロヘキセンテトラカルボン酸二無水物、１，２，４
，５－シクロヘキサンテトラカルボン酸二無水物、１，３，３ａ，４，５，９ｂ－ヘキサ
ヒドロ－５－（テトラヒドロ－２，５－ジオキソ－３－フラニル）－ナフト［１，２－Ｃ
］フラン－１，３－ジオンなどが挙げられる。また、芳香族系のものを用いると、耐熱性
の良好な膜に変換しうるポリアミック酸を得ることができ、その具体的な例として、３，
３’，４，４’－ベンゾフェノンテトラカルボン酸二無水物、ピロメリット酸二無水物、
３，４，９，１０－ペリレンテトラカルボン酸二無水物、３，３’，４，４’－ジフェニ
ルスルホンテトラカルボン酸二無水物、４，４’－オキシジフタル酸無水物、３，３’，
４，４’－ビフェニルテトラカルボン酸二無水物、１，２，５，６－ナフタレンテトラカ
ルボン酸二無水物、３，３”，４，４”－パラターフェニルテトラカルボン酸二無水物、
３，３”，４，４”－メタターフェニルテトラカルボン酸二無水物が挙げられる。また、
フッ素系のテトラカルボン酸二無水物を用いると、短波長領域での透明性が良好な膜に変
換しうるポリアミック酸を得ることができ、その具体的な例として、４，４’－（ヘキサ
フルオロイソプロピリデン）ジフタル酸無水物などが挙げられる。なお、本発明において
は、これらに限定されずにテトラカルボン酸二無水物を１種または２種以上用いることが
できる。
【００２９】
　また、本発明におけるポリアミック酸の合成には、ジアミンとして、たとえば、脂肪族
系または脂環式系のジアミンを用いることができ、その具体的な例として、エチレンジア
ミン、１，３－ジアミノシクロヘキサン、１，４－ジアミノシクロヘキサン、４，４’－
ジアミノ－３，３’－ジメチルジシクロヘキシルメタン、４，４’－ジアミノ－３，３’
－ジメチルジシクロヘキシルなどが挙げられる。また、芳香族系のジアミンを用いると、
耐熱性の良好な膜に変換しうるポリアミック酸を得ることができ、その具体的な例として
、４，４’－ジアミノジフェニルエーテル、３，４’－ジアミノジフェニルエーテル、４
，４’－ジアミノジフェニルメタン、３，３’－ジアミノジフェニルメタン、４，４’－
ジアミノジフェニルスルホン、３，３’－ジアミノジフェニルスルホン、４，４’－ジア
ミノジフェニルサルファイド、ｍ－フェニレンジアミン、ｐ－フェニレンジアミン、２，
４－ジアミノトルエン、２，５－ジアミノトルエン、２，６－ジアミノトルエン、ベンジ
ジン、３，３’－ジメチルベンジジン、３，３’－ジメトキシベンジジン、ｏ－トリジン
、４，４”－ジアミノターフェニル、１，５－ジアミノナフタレン、３，３’－ジメチル
－４，４’－ジアミノジフェニルメタン、４，４’－ビス（４－アミノフェノキシ）ビフ
ェニル、２，２－ビス［４－（４－アミノフェノキシ）フェニル］プロパン、ビス［４－
（４－アミノフェノキシ）フェニル］エ－テル、ビス［４－（４－アミノフェノキシ）フ
ェニル］スルホン、ビス［４－（３－アミノフェノキシ）フェニル］スルホンなどが挙げ
られる。また、フッ素系のジアミンを用いると、短波長領域での透明性が良好な膜に変換
しうるポリアミック酸を得ることができ、その具体的な例として、２，２－ビス［４－（
４－アミノフェノキシ）フェニル］ヘキサフルオロプロパンなどが挙げられる。
【００３０】
　また、ジアミンの一部として、シロキサンジアミンを用いると、無機基板との接着性を
良好にすることができる。シロキサンジアミンは、通常、全ジアミン中の１～２０モル％
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用いる。シロキサンジアミンの量が少なすぎれば接着性向上効果が発揮されず、多すぎれ
ば耐熱性が低下する傾向にある。シロキサンジアミンの具体例としては、ビス－３－（ア
ミノプロピル）テトラメチルシロキサンなどが挙げられる。本発明は、これに限定されず
にジアミンが１種または２種以上用いられる。
【００３１】
　ポリアミック酸の合成は、極性有機溶媒中でテトラカルボン酸二無水物とジアミンを混
合して反応させることにより行うのが一般的である。この時、ジアミンとテトラカルボン
酸二無水物の混合比により、得られるポリアミック酸の重合度を調整することができる。
【００３２】
　次に、感光性着色剤組成物に用いる樹脂の例として、アクリル系樹脂について述べる。
アクリル系樹脂としては、感光性を持たせるため、少なくともアクリル系ポリマー、多官
能モノマーあるいはオリゴマー、光重合開始剤を含有させることが一般的である。
使用できるアクリル系ポリマーとしては、特に限定はないが、不飽和カルボン酸とエチレ
ン性不飽和化合物の共重合体を好ましく用いることができる。不飽和カルボン酸の例とし
ては、例えばアクリル酸、メタクリル酸、イタコン酸、クロトン酸、マレイン酸、フマル
酸、ビニル酢酸、あるいは酸無水物などがあげられる。
【００３３】
　これらは単独で用いても良いが、他の共重合可能なエチレン性不飽和化合物と組み合わ
せて用いても良い。共重合可能なエチレン性不飽和化合物としては、具体的には、アクリ
ル酸メチル、メタクリル酸メチル、アクリル酸エチル、メタクリル酸エチル、アクリル酸
ｎ－プロピル、アクリル酸イソプロピル、メタクリル酸ｎープロピル、メタクリル酸イソ
プロピル、アクリル酸ｎ－ブチル、メタクリル酸ｎ－ブチル、アクリル酸ｓｅｃ－ブチル
、メタクリル酸ｓｅｃ－ブチル、アクリル酸イソ－ブチル、メタクリル酸イソ－ブチル、
アクリル酸ｔｅｒｔ－ブチル、メタクリル酸ｔｅｒｔ－ブチル、アクリル酸ｎ－ペンチル
、メタクリル酸ｎ－ペンチル、２－ヒドロキシエチルアクリレート、２－ヒドロキシエチ
ルメタクリレート、ベンジルアクリレート、ベンジルメタクリレートなどの不飽和カルボ
ン酸アルキルエステル、スチレン、ｐ－メチルスチレン、ｏ－メチルスチレン、ｍ－メチ
ルスチレン、α－メチルスチレンなどの芳香族ビニル化合物、アミノエチルアクリレート
などの不飽和カルボン酸アミノアルキルエステル、グリシジルアクリレート、グリシジル
メタクリレートなどの不飽和カルボン酸グリシジルエステル、酢酸ビニル、プロピオン酸
ビニルなどのカルボン酸ビニルエステル、アクリロニトリル、メタクリロニトリル、α－
クロルアクリロニトリルなどのシアン化ビニル化合物、１，３－ブタジエン、イソプレン
などの脂肪族共役ジエン、それぞれ末端にアクリロイル基、あるいはメタクリロイル基を
有するポリスチレン、ポリメチルアクリレート、ポリメチルメタクリレート、ポリブチル
アクリレート、ポリブチルメタクリレート、ポリシリコーンなどのマクロモノマーなどが
あげられるが、これらに限定されるものではない。
【００３４】
　また、側鎖にエチレン性不飽和基を付加したアクリル系ポリマーを用いると、加工の際
の感度がよくなるので好ましい。エチレン性不飽和基としては、ビニル基、アリル基、ア
クリル基、メタクリル基などがあげられる。このような側鎖をアクリル共重合体に付加さ
せる方法としては、アクリル共重合体のカルボキシル基や水酸基などを有する場合には、
これらにグリシジル基を有するエチレン性不飽和化合物やアクリル酸またはメタクリル酸
クロライドを付加反応させる方法が一般的である。その他、イソシアネートを利用してエ
チレン性不飽和基を有する化合物を付加させることもできる。ここでいうグリシジル基を
有するエチレン性不飽和化合物やアクリル酸またはメタクリル酸クロライドとしては、ア
クリル酸グリシジル、メタクリル酸グリシジル、α－エチルアクリル酸グリシジル、クロ
トニルグリシジルエーテル、クロトン酸グリシジルエーテル、イソクロトン酸グリシジル
エーテル、アクリル酸クロライド、メタクリル酸クロライドなどがあげられる。
【００３５】
　使用できる多官能モノマーとしては、例えば、ビスフェノールＡジグリシジルエーテル
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（メタ）アクリレート、ポリ（メタ）アクリレートカルバメート、変性ビスフェノールＡ
エポキシ（メタ）アクリレート、アジピン酸１，６－ヘキサンジオール（メタ）アクリル
酸エステル、無水フタル酸プロピレンオキサイド（メタ）アクリル酸エステル、トリメリ
ット酸ジエチレングリコール（メタ）アクリル酸エステル、ロジン変性エポキシジ（メタ
）アクリレート、アルキッド変性（メタ）アクリレート、トリプロピレングリコールジ（
メタ）アクリレート、１，６－ヘキサンジオールジ（メタ）アクリレート、ビスフェノー
ルＡジグリシジルエーテルジ（メタ）アクリレート、トリメチロールプロパントリ（メタ
）アクリレート、ペンタエリスリトールトリ（メタ）アクリレート、トリアクリルホルマ
ール、ペンタエリスリトールテトラ（メタ）アクリレート、ジペンタエリスリトールヘキ
サ（メタ）アクリレート、ジペンタエリスリトールペンタ（メタ）アクリレートなどがあ
げられる。これらは単独または混合して用いることができる。また、エチル（メタ）アク
リレート、２－エチルヘキシル（メタ）アクリレート、ヒドロキシエチル（メタ）アクリ
レート、ｎ－ブチルメタクリレート、グリシジルメタクリレート、ラウリル（メタ）アク
リレート、ステアリル（メタ）アクリレート、イソボルニル（メタ）アクリレートなどの
単官能モノマーも併用することができ、これらの２種以上の混合物、あるいはその他の化
合物との混合物などが用いられる。これらの多官能及び単官能モノマーやこれらモノマー
からなるオリゴマーを選択、組み合わせることにより、ペーストの感度や加工性の特性を
コントロールすることが可能である。特に、硬度を高くするにはアクリレート化合物より
メタクリレート化合物を用いることが好ましく、また、感度を上げるためには、官能基が
３以上ある化合物を用いることが好ましい。また、メラミン類、グアナミン類なども好ま
しく用いることができる。
【００３６】
　本発明の感光性緑色着色剤組成物におけるアクリル系ポリマーと多官能モノマーの混合
比は重量比で、好ましくは７０：３０～３０：７０の範囲にある。アクリル系ポリマーの
含有量が３０質量％より少ないと、現像液に対する溶解製が低下し、パターニング性能に
問題が生じる場合があり、一方、アクリルポリマーの含有量が７０重量％より多いと、感
度が低くなるために必要露光量が大きくなりすぎてタクトオーバーになる場合がある。
【００３７】
　光重合開始剤としては、特に限定はなく、公知のものが使用でき、例えば、ベンゾフェ
ノン、Ｎ，Ｎ’－テトラエチル－４，４’－ジアミノベンゾフェノン、４－メトキシ－４
’－ジメチルアミノベンゾフェノン、２，２－ジエトキシアセトフェノン、ベンゾイン、
ベンゾインメチルエーテル、ベンゾインイソブチルエーテル、ベンジルジメチルケタール
、α－ヒドロキシイソブチルフェノン、チオキサントン、２－クロロチオキサントン、１
－ヒドロキシシクロヘキシルフェニルケトン、２－メチル－１－[４－（メチルチオ）フ
ェニル]－２－モルホリノ－１－プロパン、ｔ－ブチルアントラキノン、１－クロロアン
トラキノン、２，３－ジクロロアントラキノン、３－クロル－２－メチルアントラキノン
、２－エチルアントラキノン、１，４－ナフトキノン、９，１０－フェナントラキノン、
１，２－ベンゾアントラキノン、１，４－ジメチルアントラキノン、２－フェニルアント
ラキノン、２－（ｏ－クロロフェニル）－４，５－ジフェニルイミダゾール２量体などが
あげられる。また、その他のアセトフェノン系化合物、イミダゾール系化合物、ベンゾフ
ェノン系化合物、チオキサントン系化合物、リン系化合物、トリアジン系化合物、あるい
はチタネート等の無機系光重合開始剤なども好ましく用いることができる。また、ｐ－ジ
メチルアミノ安息香酸エステルなどの増感助剤を添加すると、さらに感度を向上させるこ
とができ好ましい。また、これらの光重合開始剤は２種類以上を併用して用いることもで
きる。
【００３８】
　本発明では、樹脂として非感光性のポリアミック酸を用いる場合は、ポリアミック酸を
樹脂量とし、感光性のアクリル系樹脂を用いる場合は、アクリルポリマー、アクリルモノ
マー、および高分子分散剤の合計量を樹脂量とする。
【００３９】
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　本発明の緑色着色剤組成物において、塗工性、乾燥性などの観点から、顔料と樹脂をあ
わせた固形分濃度は、好ましくは５～２０質量％の範囲で使用する。
【００４０】
　本発明の緑色着色剤組成物に用いられる溶剤としては、使用する樹脂を溶解するものを
好ましく使用することができる。ポリアミック酸を溶解する溶剤としては、例えばＮ―メ
チル―２―ピロリドン、Ｎ，Ｎ―ジメチルアセトアミド、Ｎ，Ｎ―ジメチルホルムアミド
などのアミド系極性溶媒、β―プロピオラクトン、γ―ブチロラクトン、γ―バレロラク
トン、δ―バレロラクトン、γ―カプロラクトン、ε―カプロラクトンなどのラクトン類
などが挙げられる。また、アクリル系樹脂の場合には、これらに加え、メチルセロソルブ
、エチルセロソルブ、メチルカルビトール、エチルカルビトール、プロピレングリコール
モノエチルエーテルなどのエチレングリコールあるいはプロピレングリコール誘導体、あ
るいは、プロピレングリコールモノエチルエーテルアセテート、アセト酢酸エチル、メチ
ル―３―メトキシプロピオネート、３―メチル―３―メトキシブチルアセテートなどの脂
肪族エステル類、あるいは、エタノール、３―メチル―３―メトキシブタノールなどの脂
肪族アルコール類、シクロペンタノン、シクロヘキサノンなどのケトン類等が挙げられる
。
【００４１】
　また、本発明の緑色着色剤組成物に用いる溶剤としては、単独でもよく、あるいは２種
類以上の溶剤を適宜組み合わせた混合溶剤を使用してもよい。混合溶剤の場合、副溶剤と
して、使用する樹脂に対する貧溶媒を用いることも可能である。
【００４２】
　本発明の緑色着色剤組成物には、塗布性、着色被膜の乾燥性を良好にする目的で、界面
活性剤を添加することもできる。界面活性剤の添加量は通常、顔料の０．００１～１０質
量％、好ましくは０．０１～１質量％の範囲にある。添加量が少なすぎると塗布性、着色
被膜の乾燥性の改良の効果が小さく、多すぎると逆に塗膜の信頼性が不良となる場合があ
る。界面活性剤の具体例としては、ラウリル硫酸アンモニウム、ポリオキシエチレンアル
キルエーテル硫酸トリエタノールアミンなどの陰イオン界面活性剤、ステアリルアミンア
セテート、ラウリルトリメチルアンモニウムクロライドなどの陽イオン界面活性剤、ラウ
リルジメチルアミンオキサイド、ラウリルカルボキシメチルヒドロキシエチルイミダゾリ
ウムベタインなどの両性界面活性剤、ポリオキシエチレンラウリルエーテル、ポリオキシ
エチレンステアリルエーテル、ソルビタンモノステアレートなどの非イオン界面活性剤、
ポリジメチルシロキサンなどを主骨格とするシリコーン系界面活性剤などが挙げられる。
本発明では、これらに限定されずに、界面活性剤を１種または２種以上用いることができ
る。界面活性剤以外にも、密着性改良剤、硬化促進剤などを添加することもできる。
【００４３】
　本発明の緑色着色剤組成物の流動特性と顔料の分散安定性は、緑色着色剤組成物の粘度
およびCasson降伏値を用いて評価することができる。緑色着色剤組成物の粘度は、好まし
くは１～３００ｍＰａ・ｓ、より好ましくは５～１００ｍＰａ・ｓである。緑色着色剤組
成物の粘度が高すぎても低すぎても、緑色着色剤組成物を均一に塗布することが困難とな
る。一方、緑色着色剤組成物のCasson降伏値は、好ましくは１×１０－３Ｐａ以下、より
好ましくは１×１０－４Ｐａ以下である。Casson降伏値が小さいほど、緑色着色剤組成物
中の顔料は分散状態が安定となり、緑色着色剤組成物から得られるカラーフィルターのコ
ントラスト比が高くなるため好ましい。
【００４４】
　以下、本発明の緑色着色剤組成物を用いたカラーフィルターの製造方法を説明する。
カラーフィルターは通常、ブラックマトリクスを形成させた透明基板上に、赤色、緑色、
青色の３色の画素を形成させた構造を持つ。
【００４５】
　本発明のカラーフィルターでは、１分子あたりの塩素原子の平均導入数が１５．１～１
６．０個である塩素化銅フタロシアニン顔料および黄色顔料を含有する緑色着色剤組成物
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を用いて緑画素を形成させることが必要である。なお、赤画素、青画素を形成させるため
の赤色着色剤組成物、青色着色剤組成物としては特に限定はなく、例えば、上記で述べた
本発明の緑色着色剤組成物と同様に、樹脂、溶剤中に主顔料と副顔料とからなる顔料系で
調色して作製される。
【００４６】
　ブラックマトリクスは、樹脂中にカーボンブラック、あるいはチタンブラック等の遮光
材を分散させた樹脂ブラックマトリクスを好ましく用いることが出来る。
【００４７】
　着色剤組成物を基板上に塗布する方法としては、スピンコーター、バーコーター、ブレ
ードコーター、ロールコーター、ダイコーター、インクジェット印刷法、スクリーン印刷
法などで基板に塗布する方法、基板を溶液中に浸漬する方法、溶液を基板に噴霧するなど
の種々の方法を用いることができる。基板としては通常、ソーダガラス、無アルカリガラ
ス、ホウケイ酸ガラス、石英ガラスなどの透明基板や、シリコン、ガリウム－ひ素などの
半導体基板などが用いられるが、特にこれらに限定されない。なお、基板上に顔料の緑色
着色剤組成物を塗布する場合、シランカップリング剤、アルミニウムキレート剤、チタニ
ウムキレート剤などの接着助剤で基板表面を処理しておくと、着色被膜と基板の接着力を
向上させることができ、必要に応じて行われる。
【００４８】
　緑色着色剤組成物を前記のような方法で透明基板上に塗布した後、風乾、加熱乾燥、真
空乾燥などにより、緑色着色剤組成物の塗膜を形成する。加熱乾燥の場合、オーブン、ホ
ットプレートなどを使用し、５０～１８０℃の範囲で１分～３時間行うのが好ましい。次
に緑色着色剤組成物が非感光性の場合、塗膜上にフォトレジストを塗布し、フォトレジス
ト被膜を形成する。感光性の場合フォトレジストは必要ないが、必要に応じて酸素遮断膜
を形成しても良い。続いて該被膜上にマスクを置き、露光装置を用いて紫外線を照射する
。ついでアルカリ現像液でカラーペースト塗膜のエッチングを行う。フォトレジスト被膜
または酸素遮断膜がある場合には、これらの現像またはエッチングも同時に行い、続いて
これらを剥離液により除去する。
【００４９】
　アルカリ現像液に用いられるアルカリ性物質としては特に限定はないが、例えば水酸化
ナトリウム、水酸化カリウム、炭酸ナトリウム、炭酸カリウム、ケイ酸ナトリウム、メタ
ケイ酸ナトリウム、アンモニア水等の無機アルカリ類、エチルアミン、ｎ－プロピルアミ
ン等の１級アミン類、ジエチルアミン、ジ－ｎ－プロピルアミン等の２級アミン類、トリ
エチルアミン、メチルジエチルアミン等の３級アミン類、テトラメチルアンモニウムヒド
ロキシド（ＴＭＡＨ）等のテトラアルキルアンモニウムヒドロキシド類、コリン等の４級
アンモニウム塩、トリエタノールアミン、ジエタノールアミン、モノエタノールアミン、
ジメチルアミノエタノール、ジエチルアミノエタノール等のアルコールアミン類、ピロー
ル、ピペリジン、１，８－ジアザビシクロ[５，４，０]－７－ウンデセン、１，５－ジア
ザビシクロ[４，３，０]－５－ノナン、モルホリン等の環状アミン類などの有機アルカリ
類が挙げられる。現像条件、塗膜条件にもよるが、無機アルカリ類としては、水酸化カリ
ウム、あるいは炭酸ナトリウムが好ましく、有機アルカリ類としては、テトラアルキルア
ンモニウムヒドロキシド類、アルコールアミン類といった水酸基含有有機アミン類が好ま
しく、より具体的にはジエチルアミノエタノール、ジメチルアミノエタノール、ＴＭＡＨ
が特にエッチング膜への浸透性に優れるため、好ましい。また上記のアルカリ現像液にエ
タノール、γーブチロラクトン、ジメチルホルムアミド、Ｎ－メチル－２－ピロリドン等
の水溶性有機溶媒を適宜加えても良い。
【００５０】
　得られた塗膜パターンはその後、加熱処理することによって緑画素がパターンニングさ
れたカラーフィルターとなる。加熱処理は通常、空気中、窒素雰囲気中、あるいは、真空
中などで、１５０～３５０℃、好ましくは１８０～３００℃の温度のもとで、０．５～５
時間、連続的または段階的に行われる。この加熱工程により、ポリイミド前駆体はポリイ
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ミドに変換され、感光アクリル樹脂は硬化が進む。
【００５１】
　上記のようなパターンニング工程を赤、緑、青などの各色について順次行うと、液晶表
示装置用カラーフィルターが作製できる。ここで各色のパターンニング順序は限定されな
い。本発明においては、カラーフィルターの緑画素を、１分子あたりの塩素原子の平均導
入数が１５．１～１６．０個である塩素化銅フタロシアニン顔料、黄色顔料、樹脂および
溶剤を含有する緑色着色剤組成物を用いて形成することにより、薄膜で高色純度、高コン
トラスト比、高輝度のカラーフィルターを得ることができる。
【００５２】
　本発明のカラーフィルターの緑画素の膜厚は、通常０．５～２．５μｍ、好ましくは０
．８～２．３μｍであることが望まれる。膜厚が０．８μｍより薄いと、光の吸収が小さ
くなりカラーフィルターの色純度が低くなる可能性が高い。一方、膜厚が２．３μｍより
厚いと、カラーフィルターの平坦性低下、パターン加工性低下、信頼性低下等の様々な問
題が生じ易くなる。
【００５３】
　本発明のカラーフィルターの緑画素の色純度は、Ｃ光源ＸＹＺ表示系における色度座標
（ｘ、ｙ）のｙと膜厚の関係から評価することができる。カラーフィルターの緑画素は通
常、画素膜厚が厚くなるほど、ｙが増大し高色純度となるが、上記したように実用上の膜
厚の上限は２．５μｍであるため、より薄膜で高色純度化することが要求される。緑画素
の場合は、ｙが一定での膜厚、あるいは膜厚一定でのｙから色純度を評価することができ
、ｙが一定での膜厚が薄いほど、また、膜厚一定でのｙが大きいほど、薄膜で高色純度と
いえる。
【００５４】
　本発明のカラーフィルターにおいて、色度座標（ｘ、ｙ）のｙ＝０．６５０における膜
厚は、好ましくは１．９μｍ以下、より好ましくは１．７μｍ以下であることが望まれる
。ｙ＝０．６５０における膜厚を１．７以下とすることによって、薄膜で超高色純度とな
るカラーフィルターを得ることができる。塩素化銅フタロシアニンの１分子あたりの塩素
原子の平均導入数を１５．１～１６．０個とし、好ましくは、塩素化銅フタロシアニン：
黄色顔料＝９０：１０～５０：５０（重量比）とすることによって、緑画素のｙ＝０．６
５０における膜厚を１．９μｍ以下とすることができ、カラーフィルターの緑画素を薄膜
で超高色純度化することできる。
【００５５】
　本発明のカラーフィルターは、塩素化銅フタロシアニン１分子あたりの平均塩素原子導
入数が１５．１～１６．０個である塩素化銅フタロシアニン顔料を黄色顔料等で調色する
ことによって得られるため、膜厚２．５μｍ以下で、色度座標（ｘ、ｙ）のｙ＝０．５０
～０．７１０、ｘ＝０．１６０～０．２６０の広範囲の色を再現でき、これを用いてなる
液晶ディスプレイは色再現範囲を極めて広くすることができる。
【００５６】
　本発明のカラーフィルターの輝度は、例えばＣ光源ＸＹＺ表示系における輝度（Ｙ）を
用いて評価することができる。本発明のカラーフィルターにおいて、色度座標（ｘ、ｙ）
のｙ＝０．６５０におけるＹは、好ましくは４０、より好ましくは４１以上であることが
望まれる。ｙ＝０．６５０におけるＹを４０以上とすることによって、薄膜で、超高色純
度、かつ高輝度となるカラーフィルターを得ることができる。
【００５７】
　本発明のカラーフィルターにおいて、色度座標（ｘ、ｙ）のｙ＝０．６５０におけるコ
ントラスト比は、通常１０００以上、好ましくは２０００以上であることが望まれる。カ
ラーフィルターのコントラスト比が大きいほど、液晶ディスプレイの視認性が優れるため
好ましい。塩素化銅フタロシアニンの１分子あたりの塩素原子の平均導入数を１５．１～
１６．０個とし、黄色顔料を添加し、かつ銅フタロシアニン顔料誘導体の１分子あたりの
平均スルホン酸基導入数を１．９～２．４個とすることによって、カラーフィルターのコ
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ントラスト比を１０００以上とすることできる。
【実施例】
【００５８】
　以下、好ましい実施態様を用いて本発明を更に詳しく説明するが、用いた実施態様によ
って本発明の効力はなんら制限されるものではない。
【００５９】
　実施例中の塩素化銅フタロシアニン顔料、銅フタロシアニン顔料誘導体、緑色着色剤組
成物、およびカラーフィルターの評価は以下の方法で行った。
【００６０】
　＜測定方法＞
　（塩素化銅フタロシアニン顔料の平均塩素原子導入数）
　レーザー飛行時間型質量分析装置（島津製作所製ＡＸＩＭＡ－ＴＯＦ２）を使用して、
レーザー脱離イオン化法により塩素化銅フタロシアニン顔料の負イオン測定を行った。測
定には、波長３３７ｎｍの窒素レーザーを使用し、マトリックスは使用しなかった。イオ
ン化により生成したイオンの質量（ｍ）と電荷（ｚ）の比（ｍ／ｚ）で１０～２０００の
範囲で行い、得られたｍ／ｚの強度比から塩素化銅フタロシアニン顔料の塩素導入数を求
めた。
【００６１】
　（顔料誘導体の平均スルホン酸基導入数）
ｍ－ニトロベンジルアルコールをマトリックスとして用い、高速原子衝撃イオン化法質量
分析装置（日本電子（株）製ＪＭＳ－ＳＸ１０２Ａ）を使用して顔料誘導体の負イオン測
定を行った。測定はイオン化により生成したイオンの質量（ｍ）と電荷（ｚ）の比（ｍ／
ｚ）で１０～２０００の範囲で行い、得られたｍ／ｚの強度比から顔料誘導体のスルホン
酸基導入数を求めた。
【００６２】
　（顔料分散液の粘度）
　円錐平板型粘度計（東機産業（株）製ＲＥ１００Ｌ）を用いて、２５℃での顔料分散液
の粘度を測定した。
【００６３】
　（顔料分散液の降伏値）
　円錐平板型粘度計（東機産業（株）製ＲＥ１００Ｌ）を用い、異なるずり速度での粘度
を３点測定し、Cassonの式を用いることにより降伏値を求めた。得られた降伏値より顔料
分散液の分散安定性を評価した。
【００６４】
　（緑色着色剤組成物より形成されたカラーフィルターのコントラスト比）
　緑色着色剤組成物をガラス基板上に塗布して形成させた着色膜を作製し、膜面が全測定
面積に入るように偏光子と検光子の間に置き、偏光子と検光子が平行の時の光線透過率（
Ｉ１）と、偏光子と検光子が直行したときの光線透過率（Ｉ２）の比（Ｉ１／Ｉ２）を測
定することによりコントラスト比を算出した。偏光子と検光子には日東電工（株）製偏光
フィルム”ＮＰＦ－Ｇ１２２０ＤＵＮ”を使用した。光源として熱陰極管を用いたバック
ライトユニットである明拓システム製”ＦＬ８Ａ－ＥＸ／７０”を使用し、色彩輝度計と
してトプコン（株）製”ＢＭ－５Ａ”を使用した。
【００６５】
　（着色剤組成物より形成されたカラーフィルターの色度）
　着色膜のＣ光源ＸＹＺ表色系における色度座標（ｘ、ｙ）、及び輝度（Ｙ）は、大塚電
子（株）製、顕微分光光度計“ＭＣＰＤ－２０００”を用いて測定した。
【００６６】
　（着色剤組成物より形成されたカラーフィルターの膜厚）
　着色膜の膜厚は、東京精密（株）製、表面段差計“サーフコム１４００Ｄ”を用いて測
定した。　
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【００６７】
　参考例１
　ガス導入管を有するガラス製の反応容器中に、５０ｇの銅フタロシアニン顔料（クラリ
アント（株）製“ホスタパームブルー”（商品名）Ａ２－Ｒ）、３５０ｇの塩化ナトリウ
ム、および３５０ｇの塩化アルミニウムを投入した。その後、１８０℃まで加熱し、スラ
リーを溶融させた。溶融状態のスラリーに塩素ガスを注入し、１８０℃で２４時間塩素化
反応を行った。反応終了後、溶融物を氷水２０００ｇ中に注ぎ入れ、得られた沈殿物を濾
過した。得られたウェット結晶を純水で洗浄した後、８０℃で乾燥した。乾燥して得られ
たものを純水による洗浄、濾過、乾燥という操作を１０回繰り返して、塩素化銅フタロシ
アニン顔料１を得た。この塩素化銅フタロシアニン顔料１の塩素導入数を上記の方法によ
り測定したところ、塩素原子が１６個導入されたことを示すｍ／ｚ＝１１２６のピーク、
塩素原子が１５個導入されたことを示すｍ／ｚ＝１０９３のピーク、塩素原子が１４個導
入されたことを示すｍ／ｚ＝１０５９のピークが確認された。これらのピーク強度比から
塩素導入数を算出したところ、塩素導入数１６個のものが８７％、塩素導入数１５個のも
のが１１％、塩素導入数１４個のものが２％であり、塩素化銅フタロシアニン１分子あた
りの平均塩素導入数は、１５．８５個であった。
【００６８】
　参考例２
　塩素化反応時間を８時間としたこと以外は、合成例１と同様にして塩素化反応を行い、
塩素化銅フタロシアニン顔料２を得た。この塩素化銅フタロシアニン顔料２の塩素導入数
を上記の方法により測定したところ、塩素原子が１６個導入されたことを示すｍ／ｚ＝１
１２６のピーク、塩素原子が１５個導入されたことを示すｍ／ｚ＝１０９３のピーク、塩
素原子が１４個導入されたことを示すｍ／ｚ＝１０５９のピークが確認された。これらの
ピーク強度比から塩素導入数を算出したところ、塩素導入数１６個のものが６６％、塩素
導入数１５個のものが２８％、重量比で塩素導入数１４個のものが６％であり、塩素化銅
フタロシアニン１分子あたりの平均塩素導入数は、１５．６０個であった。
【００６９】
　参考例３
　塩素化反応時間を４時間としたこと以外は、合成例１と同様にして塩素化反応を行い、
塩素化銅フタロシアニン顔料３を得た。この塩素化銅フタロシアニン顔料３の塩素導入数
を上記の方法により測定したところ、塩素原子が１６個導入されたことを示すｍ／ｚ＝１
１２６のピーク、塩素原子が１５個導入されたことを示すｍ／ｚ＝１０９３のピーク、塩
素原子が１４個導入されたことを示すｍ／ｚ＝１０５９のピークが確認された。これらの
ピーク強度比から塩素導入数を算出したところ、塩素導入数１６個のものが４６％、塩素
導入数１５個のものが４３％、塩素導入数１４個のものが１１％であり、塩素化銅フタロ
シアニン１分子あたりの平均塩素導入数は、１５．３５個であった。
【００７０】
　参考例４
　ＰＢ１５：３（クラリアント社製“ホスタパームブルー”Ｂ２Ｇ）６０ｇを攪拌しなが
ら７０℃に加熱した発煙硫酸（２８％ＳＯ３）７８０ｇ中に投入した。３時間攪拌した後
、氷１５００ｇ上に加えた。３０分間放置後、生じた懸濁液を濾過し、得られた生成物を
３００ｍｌの純水で洗浄した。純水２０００ｍｌ中へ前記生成物を投入し、アンモニア水
溶液で中和（ｐＨが７以上になるまでアンモニア水溶液を添加）し、濾過を行った。得ら
れたウェット結晶を純水で洗浄した後、８０℃で乾燥した。乾燥して得られたものを純水
による洗浄、濾過、乾燥という操作を１０回繰り返して、６９ｇの銅フタロシアニン顔料
にスルホン酸基が導入された誘導体を得た。次に、この銅フタロシアニン顔料有誘導体と
イオン交換水を混合した後、スラリーをＰＭＭＡ透析モジュール（東レ（株）製“フィル
トライザー”（商品名）Ｂ３－２０Ａ）を用いて透析を行い、銅フタロシアニン顔料誘導
体透析物１を得た。この透析後の銅フタロシアニン顔料誘導体透析物１のスルホン酸基導
入数を上記の方法により測定したところ、スルホン酸基が１個導入されたことを示すｍ／
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ｚ＝６５４のピーク、２個導入されたことを示すｍ／ｚ＝７３４のピーク、３個導入され
たことを示すｍ／ｚ＝８１４のピークが観測された。これらのピーク強度比からスルホン
酸基導入数を算出したところ、スルホン酸基導入数１個のものが６％、スルホン酸基導入
数２個のものが７１％、スルホン酸基導入数３個のものが２３％であり、銅フタロシアニ
ン顔料誘導体１分子あたりの平均スルホン酸基導入数は２．１個であった。
【００７１】
　参考例５
　４、４′－ジアミノベンズアニリド １６１．３ｇ、３、３′－ジアミノジフェニルス
ルホン １７６．７ｇ、およびビス(３－アミノプロピル)テトラメチルジシロキサン １８
．６ｇをγ－ブチロラクトン ２６６７ｇ、Ｎ－メチル－２－ピロリドン ５２７ｇと共に
仕込み、３、３′、４、４′－ビフェニルテトラカルボン酸二無水物 ４３９．１ｇを添
加し、７０℃で３時間反応させた後、無水フタル酸 ２．２ｇを添加し、さらに７０℃で
２時間反応させ、２０重量％のポリアミック酸溶液１を得た。
【００７２】
　参考例６
　４、４′－ジアミノジフェニルエーテル ９５．１ｇおよびビス(３－アミノプロピル)
テトラメチルジシロキサン ６．２ｇをγ－ブチロラクトン ５２５ｇ、Ｎ－メチル－２－
ピロリドン ２２０ｇと共に仕込み、３、３′、４、４′－ビフェニルテトラカルボン酸
二無水物 １４４．１ｇを添加し、７０℃で３時間反応させた後、無水フタル酸 ３．０ｇ
を添加し、さらに７０℃で２時間反応させ、２５重量％のポリアミック酸溶液２を得た。
【００７３】
　実施例１
（緑色着色剤組成物の作製）
　３４．５ｇの参考例１で得られた塩素銅フタロシアニン顔料１、１．０ｇの参考例４で
得られた銅フタロシアニン顔料誘導体透析物１、１９．５ｇのＰＹ１３８（ビーエーエス
エフ社製“パリオトールイエロー”Ｄ０９６０）、８ｇのＰＹ１８５（ビーエーエスエフ
社製“パリオトールイエロー”Ｄ１１５５）、３５ｇの参考例５で得られたポリアミック
酸溶液１、および９０２ｇのγ－ブチロラクトンを混合し、ホモディスパーで攪拌してス
ラリーを作製した。スラリーを入れたビーカーを循環式ビーズミル分散機（ウイリー・エ
・バッコーフェン社製“ダイノーミル”ＫＤＬ－Ａ）とチューブでつなぎ、メディアとし
て直径０．３ｍｍのジルコニアビーズを使用して、３２００ｒｐｍ、３時間の分散処理を
行い、緑色顔料分散液を得た。
【００７４】
　この緑色顔料分散液５９．５ｇに、１３．５ｇのポリアミック酸溶液２、１３．３ｇの
γ－ブチロラクトン、および１３．１ｇの３－メトキシ－３－メチル－１－ブタノールを
添加し、さらにｂｉｃ　ｃｈｅｍｉｅ社製界面活性剤“ＢＹＫ３６１”を固形分全体の１
０００ｐｐｍになるよう添加し、緑色着色剤組成物を得た。
緑色着色剤組成物における顔料と樹脂との混合比は重量比で５０：５０であり、塩素化銅
フタロシアニン顔料：ＰＹ１３８：ＰＹ１８５＝５６：３１：１３であった。
（カラーフィルターの作製）
　透明ガラス基板上に上記緑色着色剤組成物をスピナーを用いて塗布し、その後熱風オー
ブン中１２０℃、１０分加熱処理することにより、緑色着色膜を得た。続いてこの緑色着
色膜上にポジ型フォトレジスト（東京応化（株）製“ＯＦＰＲ－８００”）を塗布し、９
０℃で１０分乾燥した。キヤノン（株）製紫外線露光機“ＰＬＡ－５０１Ｆ”を用い、ク
ロム製のフォトマスクを介して６０ｍＪ/ｃｍ２（３６５ｎｍの紫外線強度）露光した。
露光後、テトラメチルアンモニウムハイドロオキサイドの２．２５％の水溶液からなる現
像液に浸漬し、フォトレジストの現像、ポリイミド前駆体の着色塗膜のエッチングを同時
に行った。エッチング後不要となったフォトレジスト層をメチルセロソルブアセテートで
剥離した。さらにポリイミド前駆体の着色塗膜を２７０℃で３０分熱処理し、ポリイミド
に転換した。以上により緑色画素を有するカラーフィルターを形成させた。なお、緑色着
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色剤組成物のスピナー回転数を調整して、カラーフィルター硬化後の緑色画素の色度がＣ
光源でｙ＝０．６５０になるようにした。
【００７５】
　実施例２
（カラーフィルターの作製）
　実施例１で得られた緑色着色剤組成物を使用し、カラーフィルター硬化後の緑画素の色
度がＣ光源でｙ＝０．６００になるようにスピンナー回転数を調整したこと以外は、実施
例１と同様にしてカラーフィルターを形成させた。
【００７６】
　実施例３
（カラーフィルターの作製）
　実施例１で得られた緑色着色剤組成物を使用し、カラーフィルター硬化後の緑画素の色
度がＣ光源でｙ＝０．６９５になるようにスピンナー回転数を調整したこと以外は、実施
例１と同様にしてカラーフィルターを形成させた。
【００７７】
　比較例１
（緑色着色剤組成物およびカラーフィルターの作製）
　３４．５ｇのＰＧ７（クラリアント社製“ホスタパームグリーン”（商品名）ＧＮＸ）
、１．０ｇの参考例４で得られた銅フタロシアニン顔料誘導体透析物１、１９．５ｇのＰ
Ｙ１３８（ビーエーエスエフ社製“パリオトールイエロー”Ｄ０９６０）、８ｇのＰＹ１
８５（ビーエーエスエフ社製“パリオトールイエロー”Ｄ１１５５）を使用し、実施例１
と同様にして、緑色着色剤組成物およびカラーフィルターを作製した。なお、ホスタパー
ムグリーンＧＮＸの塩素導入数を上記の方法により測定したところ、塩素原子が１６個導
入されたことを示すｍ／ｚ＝１１２６のピーク、塩素原子が１５個導入されたことを示す
ｍ／ｚ＝１０９３のピーク、塩素原子が１４個導入されたことを示すｍ／ｚ＝１０５９の
ピーク、塩素原子が１３個導入されたことを示すｍ／ｚ＝１０２７のピークが確認された
。これらのピーク強度比から塩素導入数を算出したところ、塩素導入数１６個のものが２
５％、塩素導入数１５個のものが５５％、塩素導入数１４個のものが１８％、塩素導入数
１３個のものが２％であり、塩素化銅フタロシアニン顔料１分子あたりの平均塩素導入数
は、１５．０３個であった。緑色着色剤組成物における顔料と樹脂との混合比は重量比で
５０：５０であり、塩素化銅フタロシアニン顔料：ＰＹ１３８：ＰＹ１８５＝５６：３１
：１３であった。
【００７８】
　比較例２
（緑色着色剤組成物およびカラーフィルターの作製）
６１．１ｇの参考例１で得られた塩素化銅フタロシアニン顔料１、１．９ｇの参考例４で
得られた銅フタロシアニン顔料誘導体透析物１を使用し、実施例１と同様にして、緑色着
色剤組成物、およびカラーフィルターを作製した。緑色着色剤組成物における顔料と樹脂
との混合比は重量比で５０：５０であり、塩素化銅フタロシアニン顔料：黄色顔料＝１０
０：０であった。この緑色着色剤組成物を使用し、カラーフィルター硬化後の緑画素の色
度がＣ光源でｙ＝０．４５５になるようにスピンナー回転数を調整したこと以外は、実施
例１と同様にしてカラーフィルターを形成させた。
【００７９】
比較例３
（緑色着色剤組成物およびカラーフィルターの作製）
３４．５ｇの参考例２で得られた塩素化銅フタロシアニン顔料２、１．０ｇの参考例４で
得られた銅フタロシアニン顔料誘導体透析物１、１９．５ｇのＰＹ１３８（ビーエーエス
エフ社製“パリオトールイエロー”Ｄ０９６０）、８ｇのＰＹ１８５（ビーエーエスエフ
社製“パリオトールイエロー”Ｄ１１５５）を使用し、実施例１と同様にして、緑色着色
剤組成物、およびカラーフィルターを作製した。緑色着色剤組成物における顔料と樹脂と
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の混合比は重量比で５０：５０であり、塩素化銅フタロシアニン顔料：ＰＹ１３８：ＰＹ
１８５＝５６：３１：１３であった。
【００８０】
比較例４
（緑色着色剤組成物およびカラーフィルターの作製）
３４．５ｇの参考例３で得られた塩素化銅フタロシアニン顔料３、１．０ｇの参考例４で
得られた銅フタロシアニン顔料誘導体透析物１、１９．５ｇのＰＹ１３８（ビーエーエス
エフ社製“パリオトールイエロー”Ｄ０９６０）、８ｇのＰＹ１８５（ビーエーエスエフ
社製“パリオトールイエロー”Ｄ１１５５）を使用し、実施例１と同様にして、緑色着色
剤組成物、およびカラーフィルターを作製した。緑色着色剤組成物における顔料と樹脂と
の混合比は重量比で５０：５０であり、塩素化銅フタロシアニン顔料：ＰＹ１３８：ＰＹ
１８５＝５６：３１：１３であった。
【００８１】
　実施例６
（緑色着色剤組成物およびカラーフィルターの作製）
３４．５ｇの参考例１で得られた塩素化銅フタロシアニン顔料１、１．０ｇの銅フタロシ
アニン顔料にスルホン酸基が導入された市販の顔料誘導体（“ソルスパース”１２０００
、アビシア社製）、１９．５ｇのＰＹ１３８（ビーエーエスエフ社製“パリオトールイエ
ロー”Ｄ０９６０）、８ｇのＰＹ１８５（ビーエーエスエフ社製“パリオトールイエロー
”Ｄ１１５５）を使用し、実施例１と同様にして、緑色着色剤組成物、およびカラーフィ
ルターを作製した。緑色着色剤組成物における顔料と樹脂との混合比は重量比で５０：５
０であり、塩素化銅フタロシアニン顔料：ＰＹ１３８：ＰＹ１８５＝５６：３１：１３で
あった。
【００８２】
　なお、ソルスパース１２０００のスルホン酸基導入数を上記の方法により測定したとこ
ろ、スルホン酸基が１個導入されたことを示すｍ／ｚ＝６５４のピーク、２個導入された
ことを示すｍ／ｚ＝７３４のピーク、３個導入されたことを示すｍ／ｚ＝８１４のピーク
が観測された。これらのピーク強度比からスルホン酸基導入数を算出したところ、スルホ
ン酸基導入数１個のものが２６％、スルホン酸基導入数２個のものが６５％、スルホン酸
基導入数３個のものが９％であり、銅フタロシアニン顔料誘導体１分子あたりの平均スル
ホン酸基導入数は１．８個であった。
【００８３】
　実施例７
（アクリルポリマー使用感光性緑色着色剤組成物の作製）
　５６．４ｇの参考例１で得られた塩素化銅フタロシアニン顔料１、１．６ｇの参考例４
で得られた銅フタロシアニン顔料誘導体透析物１、３１ｇのＰＹ１３８（ビーエーエスエ
フ社製“パリオトールイエロー”Ｄ０９６０）、１３ｇのＰＹ１８５（ビーエーエスエフ
社製“パリオトールイエロー”Ｄ１１５５）、９０ｇの味の素ファインテクノ製”アジス
パー”ＰＢ８２１のプロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート溶液（３０重量
％）、１６ｇのダイセル化学製”サイクロマー”ＡＣＡ２５０（４５重量％溶液）、およ
び７９４ｇのプロピレングリコールモノメチルエーテルアセテートを用いて、実施例６と
同様にして緑色顔料分散液を得た。
得られたアクリルポリマー使用緑色顔料分散液６９．８ｇに、７．９ｇのサイクロマーＡ
ＣＡ２５０（４５重量％溶液）、４．２ｇの日本化薬製多官能モノマー”カヤラッド”Ｄ
ＰＨＡ、２．５ｇのチバ・スペシャルティケミカルズ製光開始剤”イルガキュア”９０７
、０．６ｇの日本化薬製増感剤”カヤキュア”ＤＥＴＸ－Ｓ、および１４．９ｇのプロピ
レングリコールモノメチルエーテルアセテートを添加後、さらにｂｉｃ　ｃｈｅｍｉｅ社
製界面活性剤“ＢＹＫ３３３”を固形分全体の２０００ｐｐｍになるよう添加し、感光性
緑色着色剤組成物を得た。
感光性緑色着色剤組成物における顔料と樹脂との混合比は重量比で４０：６０であり、塩
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素化銅フタロシアニン顔料：ＰＹ１３８：ＰＹ１８５＝５６：３１：１３であった。
【００８４】
　（カラーフィルターの作製）
　透明ガラス基板上に得られた感光性緑色着色剤組成物をスピナーにより塗布し、その後
熱風オーブン中９０℃、１０分加熱処理することにより、緑色着色膜を得た。次にネガマ
スクを介し所定領域を露光し、０．０４％水酸化カリウム水溶液に、非イオン界面活性剤
として“エマルゲン”Ａ－６０（ＨＬＢ１２．８、ポリオキシエチレン誘導体））（花王
（株）製）を現像液総量に対して０．１質量％添加したアルカリ現像液で９０秒間揺動し
ながら浸漬を行い現像し、続いて純水洗浄することにより、パターンニング基板を得た。
得られたパターンニング基板を熱風オーブン中で２２０℃で３０分保持することにより、
アクリル系樹脂の硬化を行った。以上により緑画素を有するカラーフィルターを作製した
。
なお、緑色着色剤組成物のスピナー回転数を調整して、カラーフィルター硬化後の緑画素
の色度がＣ光源でｙ＝０．６５０になるように行った。
【００８５】
　実施例１～７、比較例１～２で得られた緑色着色剤組成物およびカラーフィルターの各
種評価結果を表１に示す。
【００８６】
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